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１-１ 藻岩山の歴史と経緯 

１-１-１ 藻岩山の歴史 

 今後、基本計画進める上で参考となる主な歴史的出来事について整理する。 

主な出来事 年 備考 

山火事の発生 明治期 藻岩山南斜面が数回にわたる山火事で原始林が消滅 

レルヒ少佐らが藻岩山スキー登山実施 明治 45年
（1912） 

オーストリア軍人レルヒ少佐が旭川第 7師団幹部、月寒
歩兵 25連隊とともに実施。 

原生天然保存林に選定 大正 4年 
（1915） 

藻岩山原始林が、宮部金吾博士の強い提唱により北海道

庁が原生天然保存林に選定。 

北海道第 1 号の史跡名勝天然記念物に
選定 

大正 10年
（1921） 藻岩山原始林が、円山原始林とともに選定される。 

北斜面にｽｷｰｺｰｽ設置 昭和 21年
（1946） 駐留米軍が北斜面の 1部を接収し、ｽｷｰｺｰｽとする。 

ロープウェイ開業 
事業者：札幌市交通局 

昭和 33年
（1958） 

北海道大博覧会に合わせて開業される。8人乗りゴンド
ラ 30両が 1分間隔で運転、山麓―山頂間を約 10分で結
ぶ。 

藻岩山観光道路開通 昭和 33年
（1958） 

藻岩山の観光開発のため、全長 6990ｍ、有効幅員 6.5
ｍの自動車専用道路が建設される。 

藻岩山市民スキー場開業 昭和 33年
（1958） 

駐留米軍市民スキー場の代替として、現在の南斜面に開

設。旧スキー場は植生復元へ。 

山頂駅―頂上間のリフト整備 昭和 35年
（1960） 札幌市交通局によりリフトが設置される。 

藻岩山観光道路舗装整備 昭和 42年
（1967） 藻岩山観光道路の舗装整備が行われる。 

展望台設置 昭和 44年
（1969） 札幌市交通局により、山頂に展望台施設設置 

現在のロープウェイ開業 昭和 47年
（1972） 

昭和 45年改造に着手し、昭和 47年に 66人乗りゴンド
ラ2両が山麓―山頂間を 5分で結び現在の 4線交走式と
して開業。現在のロープウェイ停留場も建設される。 

山頂駅―頂上間のリフト改修 昭和 50年
（1975） 札幌市交通局によりリフトが改修される。 

㈱札幌交通開発公社設立 昭和 60年
（1985） 札幌市交通局からロープウェイ付帯施設を引き継ぐ。 

ロープウェイ山麓停留場増築 昭和 60年
（1985） 乗降客溜り場他が増築され、現在の形状となる。 

合併により㈱札幌振興公社が運営開始 平成 10年
（1998） 

㈱札幌振興公社がロープウェイ・観光道路・展望台の運

営を開始し現在に至る。 
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１-１-２ 調査の経緯 

これまでの経緯 

 2000 年に新たに定められた｢第 4次札幌市長期総合計画｣にもとづき、藻岩山観光振興ビジョン

基礎調査が開始され、それ以降、下記に示すとおり今日まで各種調査が行われ、このたび基本計

画をまとめる段階となった。 

 
2000年以降の主な調査内容 

１ 第 4次札幌市長期総合計画 
平成 12年

（2000） 
札幌市企画調整局 

平成 12年 4月から 20年間を目標に、

都市像やまちづくりの方向性を示す

基本構想が第 4 次札幌市長期総合計

画として策定された。 

２ 藻岩山観光ビジョン策定 
平成 14年

（2003） 
札幌市経済局 

藻岩山観光 3事業（ロープウェイ、展

望台、観光道路）の現状整備及び施

設調査を行い、事業の今後の方向性

についてとりまとめを行う。 

３ 藻岩山観光魅力アップ調査 
平成 15年

（2003） 
札幌市経済局 

市民、観光客、観光関連業界、登山

者の各ニーズ、植生・生態系、法的

条件などの調査及び藻岩山の位置づ

けを行うと共に、今後の事業実施に

あたり課題のとりまとめを行う。 

４ 藻岩山の魅力を考える懇談会 
平成 16年

（2004） 
札幌市観光文化局 

藻岩山の魅力を考える懇談会を（平

成 16/11～平成 17/3）4 回に渡り開

催、さらにモイワヤマ通信を 4回発刊

する。また、シンポジウムやフォー

ラム等を通じ多くの市民からの意見

を集約し、事業実施に向けた基盤づ

くりを行った。 

６ 藻岩山魅力アップ構想 
平成 19年

（2007） 
札幌市観光文化局 

今までの調査結果を踏まえ、事業の

実施を念頭に、具体的構想案を作成

すると共に、今後の事業推進におけ

る課題を整理した。 

７ 第 2次札幌新まちづくり計画 
平成 19年

（2007） 
札幌市市民まちづくり局 

札幌市の中期実施計画（平成 19～22

年度）であり、「藻岩山魅力アップ

事業」が計画事業として位置づけら

れた。 

８ 
藻岩山魅力アップ構想施設 

再整備事業準備室の設立 

平成 19年

（2007）～ 
㈱札幌振興公社 

事業の実施に向け、実務担当者によ

る準備室を開設する。 

９ 
藻岩山環境配慮ガイドライン

の策定 

平成 20年

（2008） 
札幌市観光文化局 

評価手続きに準じた調査及び予測・

評価に取組み、藻岩における具体的

な環境保全措置方法を検討する。 

10 

藻岩山魅力アップ構想施設再

整備事業選定プロポーザルの

実施 

平成 20年

（2008） 
㈱札幌振興公社 

展望台の設計・事業者を選定するこ

とを目的として公募によりプロポー

ザルを実施した。 
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１-２ 藻岩山魅力アップ構想(概要版) 
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１-３ 第 2次札幌新まちづくり計画（藻岩山関係分） 
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パブリックコメントによる市民意見 

 

第 2 次札幌新まちづくり計画のパブリックコメントで「藻岩山魅力アップ事業」に関するもの

は、下記のとおりである。 
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１-４ 環境配慮ガイドライン 

札幌市では、環境に著しい影響を与えるおそれのある事業を行う前に、事業者自らが環

境への影響について調査及び予測・評価を行い、その結果に基づいた環境保全措置を事業

計画に反映させ、環境の悪化を未然に防止することを目的に、「札幌市環境影響評価条例」

を平成 11 年 12 月に制定した。また、事業者は常に環境の保全に配慮する必要があり、環

境影響評価の手続きに先立って、事業計画の段階から工事中及び供用後までを念頭におい

た環境配慮を行うために、事業段階毎の配慮事項を示した「環境配慮指針」が環境影響評

価条例に基づいて策定された。 

藻岩山魅力アップ構想施設再整備事業は、環境影響評価条例の対象事業に該当しないが、

藻岩山の自然環境条件などを考慮し、初期段階から可能な限り環境配慮を行ったうえで事

業を推進する必要があるとの認識のもと、各種公共事業と同様に環境配慮の指針となる「環

境配慮ガイドライン」を策定し、環境配慮の推進に努めることとした。 

札幌市では、現地調査、環境影響の予測及び評価、市民意見交換会や学識者懇談会にお

ける意見聴取を経て、平成 19 年度に『藻岩山魅力アップ構想に係る環境配慮ガイドライン』

（以下、「環境配慮ガイドライン」という。）を策定した。 

施設再整備事業の実施にあたっては、下図に示すように、基本計画、設計、工事、供用

に至る各段階で、環境配慮ガイドラインに示された環境配慮方針に基づいて環境配慮措置

を検討し、有識者や市民の意見も踏まえながら環境保全に努める。 
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１-５ 藻岩山魅力アップ構想施設再整備事業者選定プロポーザルの結果 

１.民間事業者募集の主旨 

株式会社札幌振興公社の実施する事業者選定プロポーザルは、当該整備事業の趣旨を理解の上、

公社と共同の事業者として施設運営・設計等に参画を希望する方々を募集し、選定を行うもので

ある。 

２.プロポーザルの目的 

本事業への参画を希望する応募者から、リニューアル施設のデザイン・集客方法等のアイディ

ア,並びに経済性・維持管理方法についての提案（プロポーザル）を広く公募する。特に本施設

は、豊かな自然環境を有した藻岩山山頂に位置する施設であることによる環境への配慮と安定的

な経営を維持するための採算性が求められるものであることから、民間事業者の知識・技術・ノ

ウハウ等を最大限に発揮する提案を望むものである。                     

募集要項は、公社が実施する藻岩山魅力アップ構想施設再整備事業（以下「本事業」という。）

を実施するにあたり、事業者を公募型プロポーザル方式で選定するために必要な事項を定めるも

のである。募集要項の付属図書として、設計業務要求水準書、様式集及び資料編を設ける。 

３.プロポーザル概要 

・ 名称        ：藻岩山魅力アップ構想施設再整備 事業者選定プロポーザル 

・ 選考方法    ：公募型プロポーザル方式 

・ 対象となる施設：展望台 

４.審査委員会の開催日時等と審査 

（１）第１回審査委員会 

日  時：平成２０年１２月２日（火）10：00 から 

会議内容：第一次審査 

決議事項：第二次審査への通過事業者の決定 

（２）第２回審査委員会 

日  時：平成２０年１２月９日（火）10：00 から 

会議内容：第二次審査 プレゼンテーション３０分、ヒアリング２０分程度 

決議事項：優先交渉権者(１社)の決定 

 

審査委員会では第一次審査と第２次審査での 2 グループの提案を受け、厳正に審査を

行なった結果、「受付番号－１」を優先交渉権者として決定するに至った。 

 

・「受付番号－１」：合人社・光井純アンドアソシエーツ グループ 

代表企業 株式会社合人社計画研究所 代表取締役 福井 滋 様 
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５.講 評 

「受付番号－１」 

応募グループは多くのＰＦＩ型事業、ＳＰＣ（特別目的会社）の経営管理等に豊富な実

績があり、それ故の着眼点からの提案、潜在する問題点の洗出し・解決手法において優れ

た企画力、計画力が総合的に評価された。また組織力としての取組体制、スピード感ある

企画作成力が今後の事業の牽引に大いに生かされると評価された。敷地・建物内の客動線

処理、輸送能力については、バリアフリーの改善をメインテーマのひとつとして掲げてい

る事業であったため、期待も大きく今後調整が求められる点と指摘があった。 

「受付番号－２」 

応募グループは地の利を活かし札幌、藻岩、積雪寒冷地の特性をよく捉えた提案であっ

た。観光以前に“市民にとっての特別な場“の創出が大切であり、結果観光にも相乗効果

をもたらすという市民の視座に立った提案が評価された。独創性も高く、展望台の屋上部

分に築山を設けるなど記憶・歴史を継承する施設づくり、また豊かな経験に裏づけされた

多彩なイベント・企画が提案された。一方、事業性の面で若干具体性を欠いた内容であっ

たことが結果、得票の分かれ目となった。 

６. 事業者選定プロポーザル審査委員会名簿 

（敬称略）     

 


